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平素は本会運営に関して、ご理解ご協力を賜りまし

て、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、私儀過日開催されました定時総会に於いて、

再度会長に選任されました。 

過去３期、６年間会長職を全う出来たのも役員一同

の格段のご理解ご協力の賜である事は論を待たない

ところであります。 

 今期２年間、本会運営の先頭に立って、更なる行政

書士の社会的地位の向上と制度の確立に向けて、役員

一丸となって取り組む所存であります。特に従来から

掲げているテーマとしての社会貢献を更に発展させ

るべく努力したいと考えています。 

 ただ、現況は本会の財政事情がかなり逼迫している

事も考慮にいれなければなりません。 

 昨年に開催した行政書士法制定６０周年およびＡ

ＤＲ認証で取得に関しての記念式典が各会員はもと

より、関係機関からの参加も含め、盛大に挙行された

事は誠に喜ばしい限りでありました。 

 今後も７０周年、１００周年に向けて会員各位が一

致団結して歩み続ける事が肝要であると考えている

ところであります。 

 最後になりましたが、今回の東日本大震災でお亡く

なりになられた方々には哀悼の意を表し、被害者の

方々には一日も早い復興をご祈願申し上げます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 １．場 所 和歌山ビッグ愛 ６０３号室 

 １．出席者 

平成２２年度 第２回理事会 〈会 長〉笠野義二 

 〈副会長〉坂口導功、宇和 譲、武田全弘、西山悦雄 

１．日 時 平成２２年７月１５日（木）     池田卓司 

PM２：１５～５：００ 〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、阿部杏子、 

１．場 所 和歌山ビック愛 ５０４号室 新井悠喜雄、石倉督斗、及川成昭、神﨑さおり

坂田初美、髙川泰延、福島 功、森本芳宣、 １．出 席 者 

〈会 長〉笠野義二 小谷 正、﨑山栄二、寺村 創、尾崎達哉、 

〈副会長〉坂口導功、宇和 譲、武田全弘、西山悦雄、

池田卓司 

湯川芳章、藪脇 幹、中田さつき、矢口矩生 

以上２５名 

〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、阿部杏子 〈オブザーバー〉（会計監事）河野重則、山本能久 

新井悠喜雄、石倉督斗、及川成昭、福島 功  〈欠席者〉青石裕之 理事、 

 坂田初美、髙川泰延、神﨑さおり、 

１．議案審議 森本芳宣、小谷 正、﨑山栄二、寺村 創、

尾崎達哉、湯川芳章、藪脇 幹、 第１号議案 申請取次行政書士管理委員会規則の

一部改正について 中田さつき 

以上２５名 採決の結果、第１号議案は異議なく原案通り可決 

〈オブザーバー〉 承認された。 

月山顧問弁護士代理 山本和正弁護士 第２号議案  建設特別委員会規約の一部改正につ

いて 矢口矩生理事代理 浦 祐輔、新東支部副支部長 

 採決の結果、再度役員会で検討して再提案するこ

とで承認された。 １．議案審議 

２．協議事項 第１号議案 補助者規則の改正について 

採決の結果、第１号議案は異議なく原案通り可

決承認された。 

   ①会則の一部改正について 

   ②苦情処理委員会の設置について 

第２号議案 法制定６０周年記念式典及びＡＤＲ    ③行政書士試験研究センターの委託方法につ

いて 認証記念パーティの開催について 

① 行政書士法制定 60周年金式典開催の件    ④新入会員研修の受講について 

 〔報告事項〕 ② ＡＤＲ認証記念パーティの開催の件 

採決の結果、第２号議案は異議なく、原案通り

可決承認された。 

２． 協議事項 

① 申請取次行政書士管理委員会規則の改正につ

いて 

② 懲戒請求について 

 〔報告事項〕 

① 裁判について 

② 各部、各委員会の報告について 

① 行政書士広報月間の報告について 

② 中間監査報告について 

③ 弁護士会からの照会について 

④ 職務上請求書の不正使用について 

⑤ 裁判の判決について 

⑥ 共同・合同事務所及び法人内事務所の定義及

び指導について 

⑦ 社団支部設立について 

⑧ 記念式典の報告について 

 ⑨ 支払督促について 

平成２２年度 第３回理事会 ⑩ 電子申請の代理申請について 

１．日 時 平成２２年１１月２５日（木） 

      PM２：１５～４：４５ 



 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 第２回幹事会 

 

１．開催日時  平成２２年７月１５日（木） 

        ＰＭ１：３０～２：００ 

１．開催場所  和歌山ビック愛５Ｆ ５０４号室 

１．出 席 者 

（支部長）笠野義二、（副支部長）武田全弘、 

西山悦雄、宇和 譲 

（幹事長）坂口導功、（副幹事長）高川泰延 

（幹 事）加藤達哉、小川廣行、及川成昭、 

坂田初美、森本芳宣、池田卓司、 

小谷 正、﨑山栄二、尾崎達哉、 

藪脇 幹 

 〈オブザーバー〉浦 祐輔（矢口幹事の代理） 

以上１７名 

１．議案審議 

第１号議案  和歌山県知事選挙及び和歌山市 

長選挙について 

採決の結果、和歌山市長選挙については大橋建

一市長を推薦することに決定した。 

和歌山県知事選挙の推薦については正副支部長 

に一任することに決定した。 

以 上 
 
平成２２年度 第３回幹事会 

１． 開催日時 平成２２年１１月２５日（木） 

     PM１：３０～１：５５ 

１． 開催場所 和歌山ビック愛６F ６０３号室 

１．出 席 者 

（支部長）笠野義二、（副支部長）武田全弘、 

西山悦雄、宇和 譲 

  （幹事長）坂口導功、（副幹事長）高川泰延 

  （幹 事）加藤達哉、小川廣行、及川成昭  

       坂田初美、森本芳宜、池田卓司 

       小谷 正、﨑山栄二、尾崎達哉、 

       藪脇 幹、矢口矩生 

以上１７名 

１． 議案審議 

第１号議案 日政連の現況について 

第２号議案 日政連の会費納入について 

 採決の結果、日政連の運営が正常な形に戻るま

で上納金は支払わない事に決定した。 

〔報告事項〕 

  前回の幹事会で承認した和歌山市長選挙は大橋

市長が当選された。 

  和歌山知事選挙は２人を推薦し、仁坂現知事は

日政連と和歌山県支部の推薦、藤本候補は和歌山

県支部の単独推薦となった。 

以上 

 

 

 

 

橋本市農林振興課からのお知らせ 

 

農用地区域除外等の受付停止について 

 

橋本市では平成23年度から平成24年度にか

けて農業振興地域整備計画（農振計画）の見

直しを予定しています。農振計画見直し期間

中は、農用地区域除外の手続きの受け付けを

停止しますので、農用地区域除外を予定され

ている方は、早めの相談、申し出をお願いし

ます。 

 

■受付停止期間 

 平成２４年１月６日（金）～７月５日（木） 

（進捗状況により変更する場合あり） 

 

■農用地区域の農地転用について 

 農業振興地域には優良な農地保全のため農

業以外の利用が制限される「農用地区域」が

あり、農用地区域内において許可なく開発行

為（宅地の造成など）を行うことは法律によ

り制限されています。 

農地の農地以外への利用を計画されている

方は、まず、その土地が農用地区域に指定さ

れているかどうか橋本市農林振興課へ問い合

わせてください。農用地区域に該当する場合

は、農用地区域除外の手続きを行なった後、

農業委員会で農地転用の許可を受けなければ

なりません。 

 

【問合せ先】橋本市農林振興課（担当 岡本） 

0736-33-1111 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 今般、（独）日本高速道路保有・返済債務機構より、運送事業者の特殊車両通行許可における運行許

可ルート及び積載物の限度値等の違反防止に係る周知依頼がありました。 

特殊車両通行許可申請については、多くの運送事業者が行政書士に書類作成から申請までを依頼して

いる実態があることから、書類作成段階で行政書士から運送事業者に対して、主に以下２点の確認作業

を行うことで違反車両の減少につながる効果が期待されております。  

①運行許可ルート・実際の通行ルートの確認  ②積載物が許可時の限度値内であるかの確認。 
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「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用について 

 

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用について、以下の事項にご留意いただきますよう、

宜しくお願いいたします。 

 

＜戸籍謄本や住民票の写し等の交付請求のみを依頼された場合＞ 

 

 行政書士は、職務上請求書により戸籍謄本や住民票の写し等（以下、「戸籍謄本等」という。）を請求

することができますが、これは本来の業務の遂行上必要な場合に限られております。 

行政書士が依頼者から、戸籍謄本等の交付の請求のみを依頼され、職務上請求書を使用してこれ

を請求し、取得した戸籍謄本等を依頼者に渡すことは、行政書士法第一条の二及び一条の三に規定

する業務には含まれません。 

 従いまして、戸籍謄本等の取得のみを目的とすることは、行政書士の業務ではなく、本来の業務に付

随するものでないため、職務上請求書を使用することはできません。 

この場合、職務上請求書を使用せず、依頼者からの委任状を使用して戸籍謄本等を請求するように

してください。                                                   以 上 

 
   _/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ _/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ _/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ 
 

東北地方太平洋沖地震の発生に際して 

義 援 金 の お 願 い 
 

被災した単位会・会員の皆様に対する支援として、義援金を募集いたします。 

いただいた義援金につきましては、適切な時期において、政府の緊急災害対策本部が発表する各地の被

害状況や被災単位会の規模等に基づき、単位会、会員及びそのご家族の支援に向け、日行連の判断で該

当単位会や自治体等に割り当て、振り込むこととします。 

 

（１）募金の方法 

    会員個人から、下記の郵便または銀行の口座にお振替え・お振込みください。 

（２）募金先 

    ①郵便振替口座 ００１３０－３－５４７５４８ 

     加入者名：日本行政書士会連合会  

    ②銀行振込口座 普通預金０２８６０１９ 

     金融機関：三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷支店 

     口座名義：日本行政書士会連合会 災害義援金 

   ★ 振込み人記載・入力欄には、お名前・名称の前に、個人会員にあっては行政書士証票等に記載   

    されている８桁の「登録番号」を記載・入力してください。 例「12345678 ヤマダタロウ」 



 
 

 

 

 

 

【総務部】 

・日時・場所 平成２２年１１月２日（火）第２回 

ＰＭ４：１０～５：２５ 本会事務局 

＊議 題 

①新入会員研修について 

   １１月２０日（土）事務局において開催する。 

②登録抹消の保留について 

   対応した 

③会則改正について 

   会則改正委員会が行っている会則の改正内容

を報告する。 

  ・官民からの業務受託に係る会則改正 

  ・成年後見制度に係る会則改正 

  ・個人会員・法人会員の処分の期間について 

  ・廃業勧告に伴う会員の権利の停止規定について 

  ・会費滞納による処分の失効について 

④苦情処理委員会の設置について 

   理事会に苦情処理委員会規則を協議事項で提

案する。 

 

・日時・場所 平成２３年３月３１日（木）第３回 

ＰＭ３：００～４：３０ 本会事務局 

＊議 題 

①人権研修会未受講者への対応について 

  職務上請求書を購入する際、次回購入時又は１

年以内に人権研修会を受講する旨の誓約書を提

出している会員に対する対応を協議する。 

②職務上請求書の使用について 

   行政書士が依頼者から、戸籍謄本等の交付の請

求のみを依頼され、職務上請求書を使用してこれ

を請求し、依頼者に取得した戸籍謄本等を渡すこ

とは、行政書士法第一条の二及び一条の三に規定

する業務には含まれない。戸籍謄本等の取得のみ

を目的とすることは、行政書士の業務ではなく、

本来の業務に付随するものでないから、職務上請

求書を使用することはできない。上記の内容を会

員に周知するとともに、これまで同内容で使用し

ていた会員に対しては、今後注意するよう指導す

る。 

 ③総会について 

   ５月２８日（土）華月殿で開催、設営等の準備

を行う。 

 ④その他 

   第２回総務部会で報告した登録抹消の保留に

ついて、現在の進捗状況について報告する。 

 

【業務部】 

・日時・場所 平成２２年１０月２６日（火）第２回 

本会事務局 

＊議 題 

①中小企業事業再生について 

中小企業支援制度を活用する相談会（平成２３

年４月に実施される補助金を活用する）の開催を

予定し、相談会実施に向けて全会員に研修を企画

する。 

②企画部との協賛による全国研修について  

全国研修開催の費用及び人員を分担する。 

 ③旅券発給申請書類の代理申請について 

   連合会からの回答文により、明確に違法とはさ

れないと解釈できる事を確認する。 

  

【企画部】 

・日時・場所 平成２２年１１月２２日（月） 

ＰＭ３：００～４：００ 本会事務局 

＊議 題 

①全国研修のＤＶＤ伝達研修実施ついて 

・１０月１５日（金）実施分ＤＶＤについて 

 「運輸安全マネジメントの制度について」 

 「廃棄物処理法の改正について」 

 「自動車損害賠償保障制度について」 

実施日２２年１２月 ビック愛 を予定。 

・１１月４日（木）実施分ＤＶＤについて 

 「消費者法の概要～消費者庁の発足による消費

者行政の変化～」 

 「会社の解散・清算制度について」 

 「建設請負契約のリスクと帰責について」 



 
 

 

実施日２３年１月 ビック愛 を予定。 

 

・１２月３日（金）実施分ＤＶＤについて 

 「日本型移民政策論の展開」 

 「外国人の出入国・在留に係る行政書士のコン

プライアンスについて」 

  「在外公館における領事業務全般及び査証業務 

について」   

実施日２３年２月 を予定。 

 

【広報部】 

・日時・場所 平成２２年１０月５日（火）第２回 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①ＡＤＲ認証について 

 ・ＡＤＲの業務については、センターの指示を経

て行う。 

 ・自動車事故のパンフレット等の配布をする。 

 ・ＡＤＲ目的の付随と考えられる業務について

は、何処までの範囲とするかを委員会で検討

し、決定する。 

②６０周年記念式典ついて 

  当時の記録及び６０周年記念式典の記録を会

員全員にＤＶＤで配布する。 

③会報発行について 

  １０月を目途に発行する。 

④「県民の友」の広告ついて 

  今回の掲載により、効果があったと感じるの

で、次回も利用する。 

 

・日時・場所 平成２２年１２月１３日（月）第３回 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①行政書士記念日２/２２（火）ついて 

   本会において無料相談会を実施する。 

 ②広報誌掲載について 

   県民の友２月号・和歌山市広報誌に行政書士記

念日・無料相談会のお知らせを掲載する。 

 

・日時・場所 平成２３年２月１５日（火）第４回 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①行政書士記念日２/２２（火）ついて 

   本会において、予算の都合上、少数対応での無

料相談会を実施する。 

 ②無料相談会について 

   毎月第２水曜日、本会事務局においての実施を

継続する。 

 

【監察部】 

・日時・場所 平成２３年２月８日（火） 

ＰＭ３：００～ 本会事務局 

＊議 題 

①総会での要望について 

  ３月に官庁訪問（和歌山市・海南市・有田川町）

を予定し、非行政書士の排除の申出の陳情を行う

こととする。 

 ②平成２２年度浄化槽申請の取り組みについて 

過去の経緯について説明を受け、今後業務研修

会を開催してもらい、受け皿になる会員について

検討する。 

 

【実務研修委員会】 

・日時・場所 平成２３年３月８日（火）第２回 

ＰＭ３：００～４：００ 本会事務局 

＊議 題 

 ①平成２２年度事業報告 

   研修会実績 

第１回 平成２２年５月  

「産業廃棄物処理業について」 

第２回 平成２２年７月  

「建設業の申請手続について」 

第３回 平成２２年９月 

「出入国管理及び難民認定法について」 

第４回 平成２２年１２月 

    「相続について」 

第５回 平成２３年２月 

    「土地利用に関する諸手続について」 

第６回 平成２３年２月 

「経営事項審査の申請手続について」 

②平成２３年度事業計画案 

２３年 ５月  権利義務・事実証明 

   ２３年 ７月  農地関係 

   ２３年 ９月  会社設立 

   ２３年１１月  遺言・相続 

上記の研修会開催を予定する。 



 
 

 

 

【電子情報特別委員会】 

・日時・場所 平成２２年１１月２２日（月）第３回  

 ＰＭ４：００～５：１０ 本会事務局 

＊議 題 

①手続報酬について 

昨年より受理している作業報酬について、自己

申告書を提出し、委員長はこれを確認し払い出す

こととする。 

 ②ホームページ作成研修会について 

   ワードによる簡単なホームページ作成講習会

を２３年２月頃の開催予定とする。 

 ③理事会上程事項について 

   これまで、電子申請における行政書士代理申請

のシステムの構築と位置づけの明確化を知事に

要請してきたところであり、県電子申請担当者会

議では、実情として電子申請について、「代理申

請」として行政書士と言う文言も掲載される運び

となる。今後、電子申請の充実と電子代理申請の

拡大を図るよう県に要請を継続する必要がある。 

本会として、県の電子申請システムへのＩＤの

登録を推進し、システムの充実に協力しなければ

ならない。そのことによって、行政書士の業務分

野の拡大と収益に繋がるよう手数料の標準化に

向けた検討を進める等の取り組みが必要となる。 

④その他 

・研修会等に参加した場合の委員会における報告 

 発表の必要性。 

・無料相談会等の実施してきたデータの集約。 

・企業的感覚を取り入れた、実務に反映できるよ 

 うな広報。 

・各地域の商工会議所会員顧客の獲得。 

・広報を兼ねて、各地域での無料相談会又はイベ 

 ント等の開催。 

・日時・場所 平成２２年１２月２７日（月）第４回  

 ＰＭ２：３０～３：１０ 本会事務局 

＊議 題 

①今後の担当者会議について  

  今後も適宜対処していく。 

②作業報酬について ⇒ 報酬表のとおりとする。 

③ホームページ作成研修会について 

  開催を予定する。 

④県ＩＤ取得要請について ⇒ 要請文を作成。 

⑤プレゼンテーション作成研修会については未定 

 

【運輸交通業務特別委員会】 

・日時・場所 平成２２年８月５日（木）本会事務局 

＊議 題 

①車庫証明のホームページ掲載について 

・掲載者の取り決めについて 

  希望者は申込書（誓約書付）を提出し、申込者 

 は業務会員とみなす。 

  掲載者は誓約書を遵守し、委員会の研修、本会 

 の行う倫理研修又は、連合会の法定業務研修のい 

 ずれかを一年間に１回以上受講しなければなら 

 ない。 

掲載者の削除は、本人からの申し入れ、退会者、

死亡者及び、誓約書に違反した者とする。 

 ・掲載されている内容について 

    住所から当地担当行政書士名が発見でき、作

成内容は非常によい。 

    今後は、本会のホームページ上の運輸交通業

務特別委員会欄を有効に活用する。 

 ②出張封印希望者に対する会長推薦について 

   会員から会長推薦の要望があり、運輸委員会で

審議した結果、封印代行実施者の適格者要件を満

たしているから会長に推薦を依頼する。 

③その他 

   車庫証明、ＯＳＳの説明、運送安全マネジメン

トの研修会を予定する。 

 

【知的資産委員会】 

・日時・場所 平成２２年８月３日（火）本会事務局 

＊議 題 

①知的資産関係の研修について 

  本会著作権相談員育成研修会を９月、知的資産

実務研修会を１１月に開催予定とする。 

２３年３月、東京で開催予定の知的資産実務研

修会へ出席する会員を決定する。 

②近畿協議会知的資産担当者会議について 

  年間開催数が６回と予定されているが、予算の

関係で開催数を削減できないか次回の近協会長

会へ提案される旨の報告がある。 

次回の担当者会議へ出席する会員を決定する。 

③知財ビジネスマッチングフェアについて 

  フェアに出席する会員２名を決定する。 



 

 

 

 
                                     日行連発第２４７号 
                                     平成２３年６月２日 
                                     日本行政書士会連合会 
                                     会 長 北 山 孝 次 
 

           公益法人制度改革と日本行政書士会連合会及び 

           各都道府県行政書士会の関係について 
 

 従来の公益法人制度を抜本的に変える、公益法人制度改革関連三法が平成 18 年 6 月 2 日に公布され、

平成 20 年 12 月 1 日から施行されています。 

 このことと各都道府県行政書士会との関係について、単位会関係者から確認を受けることが多いこと

から、以下に整理してお示しします。 

 

１．公益法人制度改革の概要 

○ 従来の公益法人制度を抜本的に変える、公益法人制度改革関連三法が平成 18 年 6 月 2日に公布され、平 

 成 20 年 12 月 1 日から施行されています。 

○ 新制度では、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、従来の主務官庁による公益法人の設 

 立許可制度を改め、公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できる一般社団法人及び一般財団法人の制  

  度が創設されています。 

     また、新制度では、一般社団法人及び一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする 

  法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けて公益社団法人及び公益財団法人となることが 

  できることとされています。 

＜従来の公益法人の新制度への移行＞ 

○ 従来の公益法人については、経過措置により、新法施行の日（平成 20 年 12 月 1 日）から５年間に限り、 

 特例民法法人として従前のとおり存続します。 

○ 特例民法法人は、この５年間に新法に適合するように準備を行い、移行期間の満了の日（平成 25 年 11 

 月 30 日）までに内閣総理大臣又は都道府県知事に申請をして、新制度の一般社団・財団法人への移行の 

 認可又は公益社団・財団法人への移行の認定を受けることができます。 

○ 一般社団・財団法人への移行の認可又は公益社団・財団法人への移行の認定については、内閣総理大臣 

  が行うものは内閣府に置かれる公益認定等委員会、都道府県知事が行うものは都道府県に置かれる合議制 

 の機関の意見に基づき行われることとなっています。 

○ 移行期間の満了の日（平成 25 年 11 月 30 日）までに移行の申請をしなかった法人、又は移行が認められ 

 なかった法人は移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。 

 

２．公益法人制度改革の対象 

○ 公益法人制度改革の対象は、改正前民法第 34 条の規定に基づく社団法人及び財団法人、並びに中間法人 

 が対象とされています。 

 

３．公益法人制度改革と各都道府県行政書士会及び日本行政書士会連合会の関係 

○ 各都道府県行政書士会は行政書士法第 15 条第 1項に基づき、また、日本行政書士会連合会は同法第１８ 

 条第 1項に基づき設立されている法人で、法第 16 条の 3に基づき組合等登記令で定めるところにより登 

 記されています。「２」で言う社団法人、財団法人又は中間法人との位置付けではなく、改革対象とされ 

  た“公益法人”ではありません。 

○ したがって、今般の公益法人制度改革に際し、各都道府県行政書士会及び日本行政書士会連合会が為す 

 べきことはありません。 

○ なお、このことは、公益法人制度改革を所管する内閣府公益認定等委員会の事務局に確認済みであるこ 

  とを申し添えます。                                   以 上 



 

 

 

 

  ８日（月） 正副会長会議     (事) 

 １０日 (水)   中間監査          (事） 

    〃    無料相談会      (事) 

＊(事)は事務局 １４日（日）  行政書士試験 ビッグホエール 

 １５日（月） 女性行政書士による女性の為の 

平成２２年１０月 無料相談会 ぶらくり丁会館隣り 

 １日（金） 広報月間(有田支部) １８～１９日 日行連理事会 

 ２日（土） 知的資産実務研修会(２日目) （笠野会長出席）  日行連 

             勤労者総合センター ２０日（土） 新入会員研修         (事) 

〃   街頭無料相談会 わかちか広場 ２２日（月） 電子情報特別委員会  (事) 

 ４日（月）  広報月間(那賀、和歌山市支部)    〃    企画部会       (事) 

  ５日（火）  広報部会      (事) ２３日（火） 著作権相談員養成研修会 

   〃   広報月間(伊都、新東支部)        (１日目)勤労者総合センター 

 ６日（水） 広報月間(田辺支部) ２５日（木） 理事会   和歌山ビッグ愛 

   〃   近協行政書士倫理担当者会議 ２７日（土） 著作権相談員養成研修会 

（髙川部長出席）大阪府行政書士会館 (２日目)勤労者総合センター 

   〃   日行連法規監察部会 ２９日（月） 日行連監察関係会議                          

       （笠野会長出席） 日行連       （笠野会長出席） 日行連 

 ７日（木）  広報月間(海南支部) ３０日（火） 業務部研修会(１日目) ビッグ愛 

 ８日（金） 会則改正委員会   (事) 〃   近協申請取次行政書士担当者会議 

〃   試験委員会     (事) （髙川委員長出席）大阪府行政書士会館 

   〃   正副会長会議    (事) 〃   大阪入国管理局との連絡協議会 

１３日（水） 日行連法規監察部会       （髙川委員長出席）大阪入国管理局 

      （笠野会長出席） 日行連  

   〃   電話無料相談会   (事) 平成２２年１２月 

１４日（木） 広報月間(御坊支部)  ４日（土） 実務研修会 和歌山ビッグ愛 

１８日（月） 女性行政書士による  ６日（月） 運輸・実務研修委員会合同研修会 

女性の為の無料相談会     和歌山ビッグ愛 

  ぶらくり丁会館隣り  ７日（火） 知財ビジネスマッチングフェア 2010 

   〃   近協知的資産担当者会議       （吉村委員長出席）マイドーム大阪 

      （吉村委員長出席）大阪府行政書士会館  ８日（水） 無料相談会      （事） 

   〃   綱紀委員会     (事)    〃   法務省認証申請に係るＡＤＲ 

１９日（火） 近協緊急単位会会長会（笠野会長出席）               担当者会議 

ホテルモントレ大阪 (小谷副委員長出席) 日行連 

２１～２２日 全国事務局長連絡会  ９日（木） 業務部研修会（２日目） ビッグ愛 

（事務局松本出席）日行連  ９～１０日 日行連と近協各単位会との連絡会 

２２日（金） 行政書士試験事前説明会 ビッグ愛 （笠野会長、坂口、武田各副会長出席） 

   〃   正副会長会議       〃 有馬温泉古泉閣 

２６日（火） 業務部会      (事) １０日（金） 近協ＨＰ担当者会議 

   〃   専門士業よろず無料相談会       （尾崎委員長、阿部副委員長出席） 

      （笠野会長、坂口副会長、稲田、中畑各会

員出席） 和歌山ビッグ愛 

              大阪府行政書士会館 

１１日（土） 全国研修伝達研修会 ビッグ愛 

２７日（水） 入会説明会     (事) １３日（月） 広報部会       (事) 

２９日（金） ＡＤＲ模擬調停 ビッグ愛 １４日（火） 近協知的資産担当者会議 

３１日 (日) 外国人のための無料相談会   ビッグ愛 （吉村委員長出席） 

            大阪府行政書士会館 

平成２２年１１月 １５～１６日 全国広報・監察担当者会議 

２日（火） 会則改正委員会   (事） （笠野会長、寺村部長、小川部長出席)     

日行連       〃     総務部会      (事) 



 

 

 

 

 １５日（火） 広報部会         (事) 

 １７日（木） 正副会長会議    （事） 

 １８日（金） 企画部会      白浜（柳屋）  

  〃   全国研修伝達研修会 白浜（柳屋）  

  〃   近協行政書士倫理担当者会議 １６日（木)  日行連法規監察部会 

      （髙川部長出席）大阪府行政書士会館 (笠野会長出席)   日行連 

１９日（土） 京都会法制定６０周年記念祝賀会 ２０日 (月)  女性行政書士による女性の為の 

  （笠野会長出席）        無料相談会 ぶらくり丁会館隣り 

          ウェスティン都ホテル京都 ２７日（月） 女性部会      （事） 

２１日（月） 女性行政書士による女性の為の 〃   電子情報特別委員会 （事） 

無料相談会             (事) 電子申請担当者との協議 

２２日（火） 行政書士の日無料相談会（事）               和歌山県庁 

   〃   実務研修会  ビッグ愛  

２４日（木） 運輸交通業務特別委員会（事） 平成２３年１月 

２８日（月） 入会説明会      （事） ７日（金） 入会説明会     （事） 

   〃   電子情報特別委員会  （事）    〃   正副会長会議    （事） 

    〃   専門士業幹事会 

平成２３年３月 （笠野会長、坂口副会長出席） 

 １日（火） 知的資産委員会    （事）              アバローム紀の国 

 ３日（木） 選挙管理委員会    （事）    〃   専門士業賀詞交歓会(笠野会長、 

   〃   中小企業相談会 ビッグ愛        坂口、西山、武田各副会長出席） 

３～４日  知的資産実務研修              アバローム紀の国 

      （田村委員出席）  日行連 １２日（水） 無料相談会      (事) 

 ４日（金） 各官庁へ非行政書士排除の陳情 １３日（木） 一般社団法人コスモス成年後見 

      （監察部）各官庁  サポートセンターとの協議(事) 

   〃   近協ＨＰ担当者会議 １４日（金） 大阪会新年賀詞交歓会 （笠野会長出席） 

      （尾崎委員長、阿部副委員長出席）           ホテル大阪ベイタワー 

               大阪府行政書士会館 １７日（月） 女性行政書士による女性の為の 

 ７日（月） 人権研修会 ビッグ愛 無料相談会      (事) 

 ８日（火） 実務研修委員会    （事） １８日（火） ＡＤＲ特別委員会      (事) 

   〃   近協知的資産担当者会議    〃   業務部会          (事) 

（吉村委員長出席）大阪府行政書士会館 １９日（水） 近協女性行政書士担当者会議 

 ９日（水） 無料相談会      （事）       （坂田、阿部各副部長出席） 

１０日（木） 表彰委員会      （事）               大阪府行政書士会館 

   〃   正副会長会議     （事） ２０日（木） 日行連理事会 (笠野会長出席)日行連 

１１日（金） パソコン研修 キャリアブレスユー ２１日（金） 日行連新年賀詞交歓会 

１７日（木） 入会説明会      （事） (笠野会長、坂口副会長出席） 

１８日（金） 建設白浜研修会    むさし            ＡＮＡｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京 

２１日（月） 外国人のための無料相談会    〃    全国研修伝達研修会 ビック愛 

             (田辺市民総合センター) ２７日（木） 女性部会      （事） 

２３日（水） ＡＤＲ特別委員会   （事） ３１日（月） 入会説明会     （事） 

２８日（月） 入会説明会      （事）  

   〃   女性行政書士による女性の為の 平成２３年２月 

無料相談会            (事) ２～３日  日行連ＡＤＲ機関認証申請研修会 

２９日（火） 成年後見制度特別委員会（事） （中畑委員出席）  日行連 

   〃   試験委員会      （事）  ７日（月） 実務研修会 ビック愛 

３０日（水） 総務部会       （事）  ８日（火） 監察部会      （事） 

   〃   建設特別委員会幹事会 （事）  ９日（水） 無料相談会     （事） 

９～１０日  日行連成年後見研修 

      （坂田副委員長出席）日行連 

１０日（木） 申請取次行政書士制度２０周年      

記念講演会（髙川委員長出席）法曹会館 



 

 

 

 

 

◆新入会員 ※個人情報保護のため事務所所在地の一部と電話番号の掲載を省略しております。 

  

         氏  名 古家 伸康                氏  名 仲谷 雅弘 

         所 属 支 部  田辺                          所 属 支 部  伊都 

                入会年月日 平成 22 年 10 月 15 日             入会年月日 平成 22 年 12 月 15 日 

                事 務 所  田辺市目良                             事 務 所  伊都郡かつらぎ町丁ノ町 

 

 

        氏  名 菊屋 洋平                 氏  名 鎌田 富士夫 

         所 属 支 部 有田                   所 属 支 部  和歌山市 

         入会年月日 平成 23 年 1 月 15 日            入会年月日 平成 23 年 2 月 15 日 

                事 務 所 有田郡有田川町熊井            事 務 所  和歌山市布引 

 

 

        氏  名 松田 好弘                 氏  名 宮本 幹也 

         所 属 支 部  有田                  所 属 支 部  海南 

         入会年月日 平成 23 年 3 月 1日            入会年月日 平成 23 年 3 月 15 日 

                事 務 所 有田郡有田川町東大谷          事 務 所  海南市重根 

 

 

        氏  名 松本 光弘                氏  名 井口 浩司 

         所 属 支 部 和歌山市                所 属 支 部  和歌山市 

         入会年月日 平成 23 年 3 月 15 日            入会年月日 平成 23 年 4 月 15 日 

                事 務 所 和歌山市岡山丁              事 務 所  和歌山市三番丁 

 

 

        氏  名 嶋西 信輔 

         所 属 支 部 有田 

         入会年月日 平成 23 年 4 月 15 日 

                事 務 所 有田市辻堂 

 

◆転 出 者 
・片岡 美穂 (和歌山市支部)  転出年月日 Ｈ２２．９．１ 転出先 ⇒ 大阪府行政書士会 

 

◆退 会 者 
（廃業者） 

・馬場 啓二（和市）Ｈ２２．１０．３１付 ・山本 尚司（田辺）Ｈ２２．１０．３１付 

・辻内  救（新東）Ｈ２２．１０．３１付 ・岡本 光生（御坊）Ｈ２２．１１．３０付 

・山本 敏彦（伊都）Ｈ２３． ３．３０付 ・下坊 徹一（和市）Ｈ２３． ３．３１付 

 

（ご逝去） 

・楠見 恭平 (和歌山市支部)  Ｈ２２．１０．３０付 

・美馬 隆男 (伊都支部)    Ｈ２３． ４．２７付 

                                   （敬称略） 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
      

 

東日本大震災に伴う携帯用災害関連情報サイトの開設について（日行連より） 

 

平成２３年４月８日 

先般の東日本大震災に伴い、日行連ホームページでは震災関連情報を集約した「東日本

大震災」関連情報サイトを開設しております。 

今般、携帯電話からもアクセス可能な携帯用「東日本大震災」関連情報サイトを開設い

たしましたので、お知らせします。 

 当該サイトでは、震災関連情報トピックスの閲覧及び各会員が安否情報等を投稿できる

掲示板の利用が可能です。 

記 

携帯用サイトＵＲＬ http://www.gyosei.or.jp/m/ 

 
（ドコモ・ａｕ・ソフトバンクから利用可。各トピックス内における省庁等ＰＣサイトへのリンクや

ＰＤＦファイル等は、ご使用の端末により表示できない場合があります。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

登記印紙の廃止及び成年後見登記に係る 

手数料額の変更（引下げ）予定について（法務省より） 

 
平成２３年２月２２日 

 

成年後見登記の証明書の発行及び登記嘱託の手数料は、現在、登記印紙によって納付い

ただいているところですが、本年４月１日から、印紙の券種が変更となるほか、同日から、

手数料の額について変更（引下げ）が予定されておりますので、お知らせします。 

（詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。） 

 

記 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro-4213.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyosei.or.jp/m/
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro-4213.pdf


 

 

 

 

日行連 自動車登録ＯＳＳシステムについて（ご連絡） 
 

かねてより、日本行政書士会連合会では国土交通省が推進している自動車保有関係手続のワンストッ

プサービス（ＯＳＳ）に対応すべく、行政書士用のＯＳＳ代理申請システムの開発に係る調査を進めて

まいりました。 

このたび「日行連 自動車登録ＯＳＳシステム」 初期申請画面（β版）を日行連ホームページ上で公

開する運びとなりましたのでお知らせいたします。 

つきましては、公開アドレス及びＩＤ、ＰＷをお知らせいたします。 

今後の「日行連 自動車登録ＯＳＳシステム」の稼動開始時期については、今秋以降に予定している協力

会員による実車の運用試験を経て、平成 24 年度以降から実施する予定としています。 

 

公開アドレス： http://nichigyoren-oss.net/ 

仮 ID： oss（英小文字） 仮パスワード：20110615（半角数字） 

            ※会長の挨拶文以降のログインＩＤ，ＰＷの入力は不要です。 

              右下の「ログイン」ボタンから入って下さい。 

画面は調整中の見本（β版）につき、ＯＳＳ申請はできません。 
 

 

 

【表紙 photo の説明】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 

 

会員の皆様におかれましては、会報を発行する際、いつも多大なご協力を頂き誠に有り

難うございます。 

 行政書士業務の社会的知名度向上・社会貢献のため、市報・県民の友或いは地方紙等に

広報活動を積極的に展開した結果、様々な無料相談会の件数も増加しています。 

これを機に、相談会の意義・効果が市民の皆様に浸透してくると、ひいては業務の充実

につがると確信しています。 

今後も、皆様の斬新な提言・アイディア等を頂き更なる紙面の向上を目指しますので、

今後とも広報活動に対するご協力、よろしくお願いいたします。 

 

広報部部員 中畑利弘 

中
将
姫
伝
説
が
伝
わ
る
橋
本
市
恋
野
の
「
恋
し

野
の
里
」
で
、
地
元
の
中
将
姫
保
存
委
員
会
が
手

作
り
で
造
っ
た
あ
じ
さ
い
園
で
す
。 

毎
年
６
月
に
あ
じ
さ
い
祭
り
が
行
わ
れ
地
元
新

鮮
野
菜
、
恋
野
米
や
お
も
ち
、
あ
じ
さ
い
の
苗
の

販
売
な
ど
が
あ
り
ま
す
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是
非
、
一
度
お
出
で
下
さ
い
。 




